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公開草案「IFRS第17号の修正」に対するデロイト・コメント・レターの概要

• デロイトは、公開草案（ED）の提案を全般的に支持するが、これらの提案がさらに改善され得る多くの領域を提言している。

• EDのアプローチを使用して、直接連動有配当保険契約以外の保険契約における投資リターン・サービスを定義するという提案は、
ルール・ベースであるように思われる。デロイトは、IFRS第17号で既に使用されている概念を用いた原則主義アプローチを提案す
る。

• 保有している再保険契約の会計処理に係る修正案（「基礎となる保険契約に係る損失の回収」）の適用範囲は、保有している再保
険契約のすべての種類に拡張すべきである。

• 保有している再保険契約に対するリスク軽減オプションの適用については、変動手数料アプローチの対象範囲を拡張して、保有して
いる再保険契約をも含めることで、より良い解決策が得られると考える。

• デロイトは、「相互扶助」特性を有する契約の会計処理について、広範な議論があると考える。これらの契約から生じる履行キャッ
シュ・フローの変動についてCSMを調整するIFRS第17号のガイダンスは、改善され得る。
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公開草案－IFRS第17号の修正（第44項から第45項、第109項および第117項(c)(v)、付録A、B119項からB119B項およびBC50項からBC66
項）

デロイト・コメント・レター

デロイトの見解

「デロイトは、投資サービスに関連するカバー単位の決定方法に関するガイダンスが存在しない状況に対応するというIASBの提案を
支持する。」

デロイトの懸念

「カバー単位に関する移行リソース・グループ（TRG）の議論では、複数の保険会社が、IFRS第17号におけるCSMの配分に係る要
求事項の適用に苦慮していることが明らかになった。この修正は、提起された懸念の一部に対応するものである。」

修正の範囲およびデロイトの提案

「（...）修正案の首尾一貫した適用を推進するため、デロイトは、IASBが原則主義アプローチを使用して「投資リターン・サービ
ス」の用語を定義すべきであると提案する。」

「デロイトの提案は、IFRS第17号B75項に示された既存の原則を用いて、そのような契約の範囲を定義することである。」

投資リターン・サービスおよび投資関連サービスに帰属する契約上のサービス・マージン
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保有している再保険契約 - 基礎となる保険契約に係る損失の回収

公開草案－IFRS第17号の修正（第62項、第66A項から第66B項、B119C項からB119F項およびBC67項からBC90項）

第66A項は、企業が基礎となる不利な保険契約グループの当初認識時または当該グループへの不利な契約の追加時に損失を認識する場合、
比例的なカバーを提供する保有している再保険契約グループの契約上のサービス・マージンを修正し、その結果として収益を認識するこ
とを提案している。

デロイト・コメント・レター

デロイトの見解

「デロイトは、再保険契約によって出再者に提供されるカバーの便益を反映するというIASBの提案を支持するが、提案された修正で
十分であるとは考えていない。」

デロイトの懸念

「デロイトの主たる懸念は、修正の範囲および保有している再保険契約の修正パラグラフを適用した際の事後測定についてである。」

修正の範囲

「修正の範囲について、 EDのIFRS第17号B119C項では、「比例的なカバー」を『基礎となる保険契約グループに生じたすべての保険
金請求の一定割合を（再保険契約の）発行者から回収する権利』と定義している。」
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保有している再保険契約 - 基礎となる保険契約に係る損失の回収

デロイトの提案

「デロイトは、IFRS第17号第66項(c)(ii)の既存の原則を当初認識にも適用すべきであり、出再された発行した保険契約グループの不利な
損失を軽減する場合に、かつ、その範囲においてのみ、 このアプローチが、保有している再保険契約の初日の利得を計算するための
十分な基礎を提供すると考える。」

「さらに、 保有している再保険契約の事後測定に係る現行IFRS第17号63項の要求事項に関連して、保有している再保険契約グループに
適用される当初ロックイン割引率は、基礎となる保険契約が発行され、再保険に出再される時点とは一致しないことを指摘したい。」

「ただし、保有している再保険契約の当初認識時においては、未発行契約に係る貨幣の時間価値は不明であり、それらの将来の契約に係
る待機義務に係るCSMは損益に配分されない。」

「（...）発行が見込まれる将来の契約に係るCSMについては、当該キャッシュ・フローに適用される将来金利のイールド・カーブを使用
した測定を要求し、貸借対照表日現在に適用される市場金利で割り引くことをデロイトは提案する。」
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リスク軽減オプションの適用可能性

公開草案－IFRS第17号の修正（B116項およびBC101項からBC109項）

B116項に対する修正案は、直接連動有配当保険契約から生じる金融リスクを軽減するためにデリバティブを利用している場合に利用可
能なリスク軽減オプションを拡張するものである。当該オプションは、企業が直接連動有配当保険契約から生じる金融リスクを軽減する
ために、保有している再保険契約を利用する状況に適用されることになる。

デロイト・コメント・レター

デロイトの見解

「変動手数料アプローチ（VFA）によって創出される会計上のミスマッチに関する利害関係者の懸念に対応しようとするIASBの提案に
反対しないが、より良い解決策が可能であると考える。」

デロイトの懸念

「VFAの適用対象を保有している再保険契約に拡張することは、保有している再保険契約にリスク軽減オプションの適用範囲を拡張する
提案よりも、より効果的に会計上のミスマッチを解消すると考える。」
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リスク軽減オプションの適用可能性

修正の範囲

「VFAの適用範囲を再保険契約にまで拡張する結果として、すべての保険契約に首尾一貫した原則と規準が適用され、選択制を排除す
ることになる。」

デロイトの提案

「（…）IFRS第17号B115項を以下のように修正することを提案する。

「企業がB116項の条件を満たし、かつ契約上のサービス・マージンの変動が、B116項に示された目的のために保有している再保険
契約によって経済的に相殺される場合、基礎となる項目に対する企業の持分の金額または B113項(b)に規定された履行キャッ
シュ・フローに金融リスクが与える影響の変動を反映するために、契約上のサービス・マージンの変動を認識しないことを選択
できる。」
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「相互扶助」契約

デロイト・コメント・レター

付録2：IFRS第17号B67項に記載されたCSMおよび履行キャッシュ・フローの変動に係る会計処理

「IFRS第17号の適用範囲に含まれる発行された保険契約で、キャッシュ・フローが他の保険契約の保険契約者へのキャッシュ・フロー
に影響を与えるか、またはその影響を受ける契約の重要な割合を占める場合、IFRS第17号B67項からB71項のガイダンスに従って、
履行キャッシュ・フローおよびCSMを会計処理する。」

「IFRS第17号BC171項に記載されているように、これらの契約は一般的に「相互扶助」の特性を有するとされてきた。」

デロイトの懸念

「デロイトは、企業が将来のサービスに係る履行キャッシュ・フローの変動についてCSMを調整する場合、IFRS第17号の既存ガイダン
スでは、首尾一貫した会計処理が行われないと考える。」

デロイトの提案

「IASBは IFRS第17号を修正し、企業が単一の結合されたリスク共有ポートフォリオのレベルでCSMを調整することを明確にする。
IFRS第17号B67項から68項に規定される条件と同じ集約レベルで決定された変動に対して、すべてのグループのCSMが比例的に調整
されることが、IFRS第17号において明確になるであろう。」
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「相互扶助」契約

設例－完全な相互扶助となるポートフォリオ、リスクの比例的共有、持分保有者の固定参加比率

「企業Aは、10の保険契約者グループに保険契約を発行する。これらの保険契約は全体で単一のポートフォリオを形成する。保険契約者
はそれぞれCU1,000の保険料を支払い、保険契約ポートフォリオのリターンは均等に分配される。保険契約のポートフォリオは、基礎
となる項目の特定のプールである。このプールのリターンは、保険契約の業績から得られる（保険料、保険金およびその他の保険契約
キャッシュ・フロー)。」

「デロイトは、IFRS第17号B68項を適用することにより、「既存の契約の条件から生じる他のグループの保険契約者に対する支払い
（...）」を、正味のポートフォリオ業績の固定比率（すなわち、100％未満で、上記の設例では90%）の持分割合をグループに帰属さ
せる前に、損失の100%および保険料の100%にグループの持分割合を含めることができると解釈 することが可能であると考える。ま
た、デロイトは、 B112項の正しい適用は、ポートフォリオのグループ間の「相互扶助」となる金額の配分を変動手数料に含めること
であると考える。」

A
グループ1

CU

B
グループ2から10
のそれぞれ

CU

C=B×9
グループ2から10

の合計
CU

D=A+C
10グループの合

計
CU

保険料 1,000 1,000 9,000 10,000
支払保険金 (4,000) 0 0 (4,000)

(3,000) 1,000 9,000 6,000
90%の利益配分 (540) (540) (4,860) (5,400)
相互扶助 3,600 (400) (3,600) -
CSM 60 60 540 600
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保険獲得キャッシュ・フローの予想される回収

公開草案－IFRS第17号の修正（第28A項から第28D項、第105A項から第105C項、B35A項からB35C項、BC31項からBC49項）

デロイト・コメント・レター

デロイトの見解

「デロイトは、企業が保険獲得キャッシュ・フローを、契約の更新から生じると見込まれる契約に配分すべきであるというEDの提案を
支持する。（...）」

「デロイトは、提案された会計処理が、保険獲得キャッシュ・フローに係る有用な情報を財務諸表の利用者に提供するというIASBの見
解に同意する。」

デロイトの懸念

「デロイトは、 提案されたIFRS第17号B35B項の保険獲得キャッシュ・フローに係る減損テストが、貨幣の時間価値を考慮する必要が
あるか否かについて明示的に対応していないと考える。」

「さらにデロイトは、現行のIFRS第17号第59項(a) および提案されたIFRS第17号第28項Aに記載されている文言では、保険契約グルー
プのカバー期間が1年以内の場合、保険料配分アプローチを適用する企業に、保険獲得キャッシュ・フローの費用処理が認められている
と考える。」
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保険獲得キャッシュ・フローの予想される回収

デロイトの提案

「デロイトは、減損テストにおける貨幣の時間価値の影響について、より正確なガイダンスが重要であると考える。」

次ページの図はデロイトの提案を説明するものである。

「デロイトは、提案されたIFRS第17号28A項の文言を以下のように修正することを提案する。

「保険料配分アプローチを適用する企業は、第28C項に従って保険獲得キャッシュ・フローが保険契約グループに配分される場合
に限り、第59項(a)を適用して保険獲得キャッシュ・フローを費用として認識することができる。」

デロイトは、IFRS第17号59項 (a)にも同様の変更を反映することを提案する。」
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保険獲得キャッシュ・フローの予想される回収

t3

t2

t1 t1 t2 t3

保険カバー前の
資産

回収可能額 t2およびt3と同時期の割引率カーブを使用して
割引かれた正味キャッシュ・インフロー

更新された「正味キャッシュ・インフロー」を生成する契約ポートフォリオの割引率カーブ。

時間時間時間

% % %

金額

時間

t1           t2              t3 t1(t2)   ...    tn(t2) t1(t3)    ...     tn(t3)
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範囲除外‐保険契約の定義を満たすクレジットカード契約および融資契約

公開草案－IFRS第17号の修正（第7項 (h)、第8A項、付録DおよびBC9項からBC30項）

(a) 第7項(h) は、企業が保険リスクの評価を（...）反映していない場合に、かつ、その場合にのみ、保険契約の定義を満たすクレジットカー
ド契約をIFRS第17号の範囲から除外することを要求されると提案している。

(b) 第7項(a)から(h)によってIFRS第17号の範囲から除外されない場合には、第8A項は、保険契約の定義を満たす（…）契約に対し、企業は
IFRS第17号またはIFRS第9号を適用することを選択することを提案している。

デロイト・コメント・レター

デロイトの見解

「デロイトは、IFRS第17号の範囲除外に係る提案のいずれについても概ね支持する。」

重要な保険リスクを移転する融資契約

「 本修正案がなければ、重要な保険リスクを移転する融資契約を発行する金融機関は、契約全体にIFRS第17号を適用して会計処理を行
わなければならないことから、デロイトは、本修正案を支持する。」
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範囲除外－保険契約の定義を満たすクレジットカード契約および融資契約

保険カバーを提供するクレジットカード契約

「デロイトは、保険カバーを提供するクレジットカード契約は、EDに記載された理由により、IFRS第17号の範囲から除外されるという
EDの提案を支持する。」

「デロイトは、IFRS第9号の測定が信用リスクと保険リスクの両方に対応できるというEDのBC14項に同意する。」

「（...）デロイトは、 財を引き渡す義務や、一部のクレジットカードに付帯された保険以外のサービス等、その他の要素には、 IFRS第
15号が適用されると考える。」

「また、『クレジットカード』 という用語は定義されていない。デロイトは、クレジットカードは最も一般的な例であるが、範囲除外
となる唯一の取り決めではないと考える。」
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IFRS第17号の発効日およびIFRS第4号におけるIFRS第9号の一時的免除

公開草案－IFRS第17号の修正：IFRS第17号の発効日およびIFRS第9号のIFRS第4号における一時的免除（C1項、（案）IFRS第4号の修正お
よびBC110項からBC118項）

(a) C1項の修正案は、IFRS第17号の発効日を2021年1月1日以後に開始する事業年度から1年延期して、2022年1月1日以後開始する事業年
度とするものである。

(a) IFRS第4号第20A項の修正案では、IFRS第9号の一時的免除を1年延長して、この免除を適用する企業が2022年1月1日以後開始する事
業年度にIFRS第9号を適用することが要求されることになる。

デロイト・コメント・レター

「IFRS第17号の発効日、および保険業務が重要な企業に対する IFRS第9号の適用免除の延期のいずれにも同意する。デロイトは、多くの
作成者にとって、依然として厳しい期限であることに変わりはないと考える。」
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財政状態計算書における表示

公開草案‐IFRS第17号の修正（第78項から第79項、第99項、第132項およびBC91項からBC100項）

第78項の修正案は、発行した保険契約のポートフォリオのうち資産であるポートフォリオおよび負債であるポートフォリオの帳簿価額
を財政状態計算書において区分して表示することを要求している。現行の要求事項を適用した場合、企業は、発行した保険契約のグ
ループのうち資産であるグループと負債であるグループの帳簿価額を表示することになる。この修正は、保有している再保険契約の
ポートフォリオのうち資産であるものと負債であるものにも適用される。

デロイト・コメント・レター

「デロイトは、主にEDに対する結論の根拠に記載された理由により、この修正案を支持する。」
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経過的な修正および救済措置

公開草案－IFRS第17号の修正（C3項(b), C5A項, C9A項, C22A項およびBC119項からBC146項）

(a) C9A項は、修正遡及アプローチの追加的な修正を提案している（...）。

(b) C3(b)の修正案は、企業がB115項の選択肢を適用開始日ではなく、移行日から将来に向かって適用することを認めることとなる。(...)

(c) C5A項は、直接連動有配当保険契約のグループが移行日からリスク軽減関係の一部である場合、IFRS第17号を遡及的に適用できる企業
は、代わりに公正価値アプローチを適用することを認めると提案している。（...）

デロイト・コメント・レター

決済期間に取得した契約の分類

「デロイトは、EDの提案を支持するが、この免除規定は移行時にのみ適用可能であり、かつ、企業が完全遡及アプローチに関する合理
的で裏付け可能な情報を有していない場合にのみ適用可能であると考える。」

直接連動有配当保険契約についてのリスク軽減

「デロイトは、EDに対する結論の根拠に記載されている理由から、IASBの提案を支持する。」
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経過的な修正および救済措置

直接連動有配当保険契約についてのリスク軽減および経過措置における公正価値アプローチの適用

「デロイトは、IASBの修正案に同意する。デロイトは、会計上のミスマッチに関する問題を相当程度解決する革新的な方法として、こ
れを支持する。この修正案がなければ、会計上のミスマッチに関する問題は、移行後も長年にわたって残り続ける可能性が高い。」
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軽微な修正

公開草案－IFRS第17号の修正（BC147項からBC163項）

本公開草案では、軽微な修正も提案している。(結論の根拠のBC147項からBC163項参照)

デロイト・コメント・レター

デロイトの見解

「デロイトは、公開草案における軽微な修正案のほとんどを支持する。デロイトは、いくつかの修正案について、IASBの意図を達成し、
基礎となる経済実態を忠実に反映し、かつIFRS第17号の原則と整合すると考えられる代替的なアプローチを提案している。」

保険契約者への融資に関連するキャッシュ・フローの変動を収益から除外

「関連するキャッシュ・フローの対称的な概念（すなわち、投資要素が資産にも負債にもなる可能性の認識）を用いて投資要素を定義す
れば、B123項 (a)を修正する（...）必要はないであろう。」

投資要素の定義

「（...）デロイトは、投資要素を、返済が100%確実で、かつ、返済が時間の経過のみに左右されるキャッシュ・フローとして定義する
ことを提案する。」
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軽微な修正

貨幣の時間価値に関する変動および金融リスクに関連する仮定に関する変動を、契約上のサービス・マージンの帳簿価額から除外

「デロイトは、企業が、投資要素の支払予定額と支払実績額との間の差異をすべてCSMから除外し、当該差異を保険金融収益または費
用に反映しなければならないと提案する。この結果を達成するために、デロイトはIFRS第17号B96項(c)の削除を提案する。」

非金融リスクに係るリスク調整の変動

「（...）デロイトは、IFRS第17号B96項(d)の現行規定を残し、将来のサービスに関連するリスク調整の変動が、常に現在の利率でCSM
を調整することを明確にするように提案する。」

グループの中の契約の認識

「デロイトは、IFRS第17号第22項の修正と整合的に、IFRS第17号第28項も同様に修正することを提案する。」
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次のステップ

• IASBは、2019年9月25日以前に公開草案に対して寄せられたコメントを検討し、IFRS第17号の修正案を先に進めるか否かを決定する。

• IASBは、IFRS第17号の修正を2020年半ばに公表する予定である。
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コンタクトの詳細

Francesco Nagari
Deloitte Global IFRS Insurance Leader

+852 2852 1977 or fnagari@deloitte.co.uk
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